
（参　考）

                                              調査要否を判断　（必要と判断した場合）

調査を実施

事実があれば、是正措置、再発防止措置を実施
※：委託先事業者にかかる通報については、

（4号様式） 　　当該委託先事業者へ勧告

内容を審査

・調査・措置の内容が不十分な場合、再調査・是正を指示
・可とされた場合、結果を局区等に通知

※：必要な場合は、通報者に通知

内容を確認
※：必要な場合、

通報者へ通知

公益通報に係る主な事務の流れ

通 報 者
（職員、委託先事業者職員、市民など）

書面 電話 面会

区役所・局等の
広聴広報幹事

区役所・局等のコンプライアンス担当
（1号・2号・３号様式）

区役所・局等の長

報告（3号様式）

外部受付窓口（委員のうちの１

インターネット

FAX

コンプライアンス担当

区役所・局等の長

公正職務審査委員会

市民の声、意見等の中で
公益通報に該当するもの

区役所・局等の長

コンプライアンス担当

通報者

委託先

事業者

等が受

け付け

た通報

書面

電話

面会

委員会・監察部で受け付けた
通報の内容を通知（3号様式）

通知

通知

是正措置・再発
防止策を勧告

報告（3号様式）

区役所・局等において調査委員会が直接調査

公正職務審査委員会事務局：総務局監察部監察課

郵送

電子メール

FAX

公正職務審査委員会



（参　考）

調査を実施

事実があれば、回復措置等を実施
※：委託先事業者にかかる申出については、

　　当該委託先事業者へ勧告

内容を審査

・調査・措置の内容が不十分な場合、再調査・是正を指示
・可とされた場合、結果を区役所・局等に通知

※：必要な場合は、申出者に通知

（8号様式）

内容を確認
※：必要な場合、

申出者へ通知

不利益取扱いの申出に係る主な事務の流れ

調査要否を判断　（必要と判断した場合）

申 出 者
（職員、委託先事業者職員、市民など）

書面 面会

区役所・局等のコンプライアンス担当（５・６・７号様式）

区役所・局等の長

報告

インターネッ

FAX

コンプライアンス担当（５・６・７号様式）

区役所・局等の長

公正職務審査委員会

区役所・局等の長

コンプライアンス担当

申出者

委託先

事業者

等が受

け付け

た申出

書面

面会

通知

通知

回復措置等を
勧告

報告（7号様式）

区役所・局等において調査委員会が直接調査

申出者

状況照会
（本人確認）

状況照会

照会番号の通知照会番号の通知

公正職務審査委員会事務局：総務局監察部監察課 外部受付窓口（委員のうちの１

公正職務審査委員会

郵送

電子メール

FAX



(参　考）

　

・拒　否

・記　録

不当要求行為に対する主な対応の流れ

要 求 者

脅迫・暴力行為など

職 員

報告（9号様式）

上司（課長等）

区役所・局等の長

警告・告発・公表など

要 求 者

コンプライアンス担当

報告

公正職務審査委員会
（総務局監察部監察課）

意見照会
（10号様

報告
（9号様式）


